
①アイデアを提案 R8年
４月末
～５月

・市政に関わる様々な課題の解決に向けたアイデア
・１事業につき、概ね300万円以内 原則、単年度事業
・提案者は伊賀市内に住所を有する方、伊賀市内へ通勤・通学し
ている方

②市による事業案の検討 ６～７月 ・提案のうち実施可能なアイデアについて事業案を検討

③事業案への投票 ８月 ・投票者は市内に住所を有する方
・投票は、投票者１人につき、１アイデアとし、専用フォーム
により行います。

④投票結果の公表 ９月 ・投票の結果について市ホームページで公表します。

⑤市による予算編成 10～11月 ・令和９年度当初予算編成過程における議論をふまえ、事業を
選定します。

⑥市議会による議決 R９年
２月

・事業案は令和９年度当初予算案として市議会に提案し、市議会に
よる審議を経て、その議決をもって実施を確定します。

R９年度 事業の実施

市民参加型予算事業（わくわくアイデア300） スケジュール

市では、第３次伊賀市総合計画の将来像「すべての ひとが輝く 地域が輝く～みんなで話そう伊賀市の未来～」
の実現に向け、「共感による参加型社会」（＝「これからの公共」）づくりを進めています。
この事業は、市がお示ししたテーマの中から市民の皆さんに選んでいただき、アイデアを自由にご提案いただく
ものです。採用されたアイデアは令和９年度予算として事業化します。
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